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第三者評価基準検討にあたっての観点

第三者評価基準の検討にあたり、文科省より第１回連絡調整会議にて示さ
れた以下の観点のうち、特に「(3)学修成果等」の評価基準の検討を重視

（１）設置基準等
専修学校設置基準等に適合していることを認定します。
・ 教員資格、教員数
・ 授業時数
・ 校地校舎の面積、設備

（２）職業実践専門課程認定要件
職業実践専門課程の各認定要件に適合していることを認定します。
・ 教育課程編成委員会等の委員構成、開催回数、教育課程の編成内容
・ 企業等と連携した実習・演習等の実施
・ 企業等と連携した学校関係者評価の実施・公表
・ ホームページにおける情報提供

（３）学修成果等
認定課程が目的・目標に設定している学修成果等が達成できているかどうかを評価します。
・ 職業実践専門課程認定要件に係る教育内容等

職業実践専門課程の各認定要件に係る学校の教育内容等（教員組織、教育課程、施設
及び設備等）が、目的・目的達成のために適切に機能しているか

・ 上記以外の教育内容等
教育課程や教育施設・設備等が目的・目標達成のために適切なものか。 等

（４）内部質保証
機関内部の質保証の取組や手続きを整備し、それが機能しているかを評価します。

重視



「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」

事業のゴール
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• 情報・IT系職業実践専門課程に適した第三者評価の評
価基準とその手順書を整備する

• 文部科学省生涯学習政策局発行の「専修学校における学校
評価ガイドライン」を基準とする

• 学修成果の部分において、情報・IT分野として独立行政法人
情報処理推進機構(IPA)が定めた人材育成体系CCSF(共通
キャリア・スキルフレームワーク）を活用し、現在の教育内容
との合致状況を検証

• さらに学習サービスの国際標準であるISO29990を活用し、質
保証の評価基準として客観性を持たせる

• 改訂版に対して自己点検と第三者評価を試行

現在までの状況



分野別評価と機関別評価
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機関別評価学校の教育活動
全体の評価

分野別評価
当該分野に特有
の教育活動・学
修成果の評価

• 情報・IT系専門学校（職業実
践専門課程）で目指してい
る人材育成が適切に行われ
ているか

• 例えばCCSFを活用して当該
学科コースの評価基準を作
成

• 専修学校における学校評
価ガイドラインが基準

• 「国際通用性を確保した職
業教育」の評価として国際
標準ISO29990も活用

＋

【情報・IT分野の例】
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分野別評価）CCSFの構造

出典：共通キャリア・スキルフレームワーク（第１版・追補版） https://www.ipa.go.jp/files/000027171.pdf

人材像／職種の数：35
専門分野の数：70



分野別評価）本学で目指す職種
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分野別評価）既存カリキュラムとの整合確認
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分類 ①項目数
②情報処理科で
習得可能な項目数

③カバー率
（②÷①）

備考

タスク大分類 4 3 75% 「新ビジネス・新技術に関する研究・検証と支
援」が未対応

タスク中分類 17 16 94% 「再利用施策管理プロセス」が未対応

タスク小分類 49 42 86% 「移行計画」および「再利用施策管理プロセ
ス」に関する項目が未対応

スキル項目 161 146 91% 同上

■成果と課題
CCSFで定義されている「アプリケーションスペシャリスト」を育成する人材像として設定
し、評価対象とする学科（情報処理科）のカリキュラムにおいて、その人材像で求めら
れるスキルをどの水準まで習得可能かを明確にすることができた
CCSFで定義されている「アプリケーションスペシャリスト」で求められるスキル項目のう
ち、「移行計画」に関するスキル項目（9項目）と「再利用施策管理プロセス」に関する
スキル項目（6項目）が、現在のカリキュラムには含まれておらず、次年度のカリキュ
ラム検討の際の課題として明確にすることができた
CCSFの改訂（2014年7月にiコンピテンシ・ディクショナリに改訂）やスキル項目の改訂
に合わせて、同様な手法でPDCAサイクルをまわすことで、時勢に即したカリキュラム
を構築していくことができる

■評価対象の学科でカバーしているタスク・スキルの整理



機関別評価）国際標準の調査

ISO29990とは
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名称
非公式教育・訓練*における学習サービス －サービス事業者向け基本
的要求事項

非公式教育訓練機関：学習塾、予備校、専修学校、職業訓練機関等

規格の目的

学修サービスの計画、開発、提供に関する共通の基準と専門的な教育
訓練プログラム実施のための包括的な質保証のモデルを事業者に提供
すること

規格発行日

2010年9月1日



機関別評価）自己点検・評価表の改訂(1/3)
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※文部科学省「専修学校における学校評価ガイドライン」より
■自己評価表（例）の項目（63項目）
（１）教育理念・目標

（２）学校運営

（３）教育活動

（４）学修成果

（５）学生支援

（６）教育環境

（７）学生の受入れ募集

（８）財務

（９）法令等の遵守

（10）社会貢献・地域貢献
（11）国際交流（必要に応じて）

ISO２９９９０を参照し、国際通
用性を持たせた項目に改訂



機関別評価）自己点検・評価表の改訂(2/3)
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■自己点検・評価表に反映した主なISO29990の項目
3.1.2：利害関係者のニーズの把握
3.3.1：情報提供及びオリエンテーションの実施
3.3.2：学習のための人的・物的資源の利用可能性の確保
3.5.1：評価の目標及び範囲の明示
3.5.3：学習サービスの評価の実施
4.6.1：学習サービス事業者のスタッフ及び協力者のコンピテンシーの明示
4.6.2：学習サービス事業者のコンピテンシー、パフォーマンス管理、専門能力

開発に対する評価

4.9 ：内部監査の実施
（備考）
• 3.3.1（情報提供及びオリエンテーションの実施）と3.3.2（学習のための人的・物的資源
の利用可能性の確保）の２項目については、できていることが当然であるために
チェック項目として挙げられていなかったものと推察された。しかしながら、「グローバ
ル化への対応」と考えれば、こうした「日本国内で学校と呼ばれている組織であれば
できていて当然」という項目についても、「できている」ということを外部に伝える（情報
を公開する）ことが必要となると判断し追加を行った。
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■改訂した自己点検・評価表（91項目）

機関別評価）自己点検・評価表の改訂(3/3)
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評価の種類と目的・評価基準

自己点検

評価

• 学内の教職員が自ら評価を行う
• 学校の強みと課題を自己発見することが目的
• 評価基準は随意だが文科省やISO29990のガイドラインもある

学校関係者

評価

• 外部のステークスホルダーが評価を行う
• 自己点検評価の妥当性を客観的にチェックすることが目的
• 評価基準は自己点検評価と同じ

第3者評価

• 専門の審査機関が評価を行う
• 教育機関としての適正さを公的に認証することが目的
• 審査機関が定める評価基準により評価を行う

職業実践
専門課程

専門学校

ISO29990
大学



自己点検評価

• 当校では前述のISO29990を基に文科省ガイドラインを改
定した自己点検評価報告書を使用(その後の学校関係者評
価、職業実践専門課程申請、第3者評価受審がスムーズに
なるため)

• 自己点検評価の責任者を任命し実施。責任者は適宜担当
者の意見を求め、評価を実施する

• エビデンス(評価結果を裏付ける資料)は新たに作るので
はなく、現存する資料を充当する



自己点検評価例

育成する人材像

評価項目

明確な基準

基準を完全に満たし
ているため4(適切)

４．学修成果



自己点検評価例

在校生の社会的な活躍および評価

在校生は把握できてい
るが、卒業生は不十分
なので2(やや不適切)



自己点検評価(エビデンスの例)



学校関係者評価委員の構成

専門学校

教員 職員 学生

地域

②地域関係者
委員 ③保護者

委員

高等学校

⑤高校教員
委員

就職先企業

①企業等
委員

④卒業生
委員

情報科学専門学校の例



学校関係者評価

• 職業実践専門課程における学校関係者評価は自己点検評価
とヒモづいていることが必要

• 委員の属性を踏まえてヒアリングすれば(EX：「卒業生への支
援体制を卒業生委員」、「保護者との連携を保護者委員」、「地域貢

献を地域代表委員」など)自己点検の項目を網羅しやすい



第3者評価(ISO29990審査)の流れ

事前準備

• ISO29990基準書を入手
• 必要に応じてセミナー等受講
• 自己点検評価で提示したエビデンスを揃える

書類審査

• 現地審査のおよそ1か月前に自己点検評価およびエビデンスを審査機関に送付
• 審査機関の求めに応じ、追加のエビデンスを実施

現地審査

• ISO29990基準書とエビデンスを突き合わせ基準書の1項目ごと適合・不適合・オブザ
ベーションを判定

• 理事長・校長への代表者インタビュー、授業観察、教職員ヒアリング実施

改善

• 審査機関からの改善要望事項説明書に基づき、不適合・オブザベーション項目の改
善活動実施

• 是正報告書を提出



ご清聴ありがとうございました
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